
計画素案へのご指摘 資料５ー１

№ 意見 該当頁 対応・修正案

1

内容には特に意見はありません。以下、単純なタイプミスです。

昭和45（1965）年以降
→昭和45年は1970年ですので、和暦・西暦どちらかがタイプミスだと思います。ご確認ください。

8

【計画に反映】
（「第２部　消費生活にかかわる動向」＞「第１章　消費生活をめぐる社会的状況」＞「第１　社会構造の変化」＞
「（１）人口の増加と高齢化の進展」の３段落目）

「昭和40（1965）年以降」に修正します。

2 民放改正→民法改正 9

【計画に反映】
（「第２部　消費生活にかかわる動向」＞「第１章　消費生活をめぐる社会的状況」＞「第１　社会構造の変化」＞
「（３）成年年齢引き下げによる若年者への影響について」の６段落目）

「民法改正」に修正します。

3
平成16（2008）年に
→平成16年は2004年です。P22「第1(1)」には、消費者基本法になったのが平成16（2004）年とありますので、西暦がタイ
プミスだと思います。

33

【計画に反映】
（「第３部　消費者教育の推進」＞「第１章　消費者教育の方向性」＞「第１『消費者教育推進法』の成立」の３段落
目）

「平成16（2004）年」に修正します。

4

情報発信こそが消費者教育の肝となる部分だと思います。もともと、意識の高い方々は、消費者被害に遭わないよう、また、エシ
カル消費を実践すべく自ら積極的に情報を得る行動を取られるため、素案にある発信内容で十分な成果が得られると思います。一
方、情報感度が相対的に低いとされる高齢者に対しては、より的を絞って積極的な情報発信を行わないと十分な成果が得られない
ことが懸念されると思われます。イベントに参加しない方、講座に興味を示さない方、外出しづらい方、紙媒体、デジタル媒体を
問わず、情報　資源にアクセスしづらい方へも、情報が行き渡るようにするための対応施策が、もう少し明確にわかるように表現
されると（決してされていないわけではないのですが若干わかりづらい気がしました）、より説得力のある内容になるのではと感
じました。

51

【計画に反映】
（「第３部　消費者教育の推進」＞「第２章　消費者教育の展開」＞「第３　情報発信の取組」＞「〇具体的取組」＞
「ウ　広報活動」の２「・」）

下記文言を追記します

（修正案：追記）
さらに、消費者がおかれた生活環境や興味・関心の程度の如何にかかわらず、また、情報が伝わりにくい消費者に対しても
情報が行き渡るよう、見守り講座等の行事イベントの活用や媒体等の工夫などに努め、より効果的な情報発信を行います。

5

消費者教育の展開を進めるにあたり、関係機関との連携が必要であると考えます。具体的には、教育委員会事務局との連携が素案
には記載されていますが、学校現場が人員的、また、教科外の教育活動を展開する時間の余裕が少ないため、大阪市の公立学校に
おける消費者教育の時間枠の確保の数値目標（例　1学期間に〇時間の確保、のように）、また、実施にあたっては市だけでまか
ないきれない部分は外部機関への委託、経費計上を案に入れ、そ推進するための裏付けを市として確保いただきたいと思います。

38、41

【計画への反映はなし】（時間枠はすでに別途規定済、経費は計画への記載になじまないため）

消費者教育は中学校３年間で少なくとも22時限を確保するなど、学習指導要領に沿った指導計画により既に時間枠を定めて
実施しているところですので、改めて本計画への時間枠の確保の数値目標の記載は考えておりません。また、経費につきま
しては状況に応じて外部委託等も含めて効果的・効率的な手法も視野に入れて取組を検討する中で年度ごとに決まるもので
あることから、５年スパンで大きな方針や方向性を規定する計画へ記載はなじまないと考えております。

6

多様な主体による消費者教育の推進の具体的取組のウ、消費者教育コーディネーターの育成について、まさに消費者教育コーディ
ネーターは消費者教育推進のための要となる役割を担っていると思います。現状では、コーディネーターとして行政職員の方が中
心となって育成とのことですが、今後、行政職員のみならず専門性を持ち継続的にコーディネーターとして活躍される人材の確保
も検討されてはいかがでしょうか。より具体的に、人数目標や育成のためのカリキュラムなどもあれば取り組みがより前進するの
ではないでしょうか。

54

【計画への反映なし】（行政職員以外の人材確保も見据えた文言となっているため）

「行政職員を中心に」と計画に記載していますが、行政職員以外を除外しているわけではありません。現時点で行政職員自
体もまだ少ない状況であることから、まずは行政職員を増やすことから始める必要があることからこうした記載にしていま
す。一足飛びには難しいため、人数目標や育成のためのカリキュラムなどは、現時点では計画に入れてはおりませんが、今
後はご指摘のとおり、行政職員のみならず専門性を持ち継続的にコーディネーターとして活躍される人材の確保も検討して
まいりたいと考えています。
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計画素案へのご指摘 資料５ー１

№ 意見 該当頁 対応・修正案

7

非常に盛り沢山の計画のため、それぞれに計画内容についての意見は難しいですが、最重要とされる消費者教育において、その指
標に非常に違和感を覚えました。資料２の前年の定量評価、資料３の計画の指標とされるアンケート結果とも、その調査方法に問
題があると思います。令和５年の課題設定と定量評価では、その達成状況をA評価とされていますが、地域講座に自分から参加す
る市民は、日常的にそういった防衛意識の高い消費者と考えられ、その人たちに質問して課題の評価とするのはおかしいのでない
でしょうか。もし、これを課題評価とするなら、あくまで市民講座受講者の意識の向上とするべきで、ここの挙げられている「被
害に気付きにくい高齢者」や「社会経験の若年者」に成果があったとは考えにくいと思います。

また、計画で挙げられている消費者トラブルの有無や消費者センターの認知度も、私の周りの人たちを見回しても、一般的な認識
とは程遠いのでは？と感じます。民間調査会社のインターネットモニターに対してのアンケート結果とされているのでどういった
アンケートなのか明確にはわかりませんが、ネットアンケートであれば、高齢者の参加が少数になる、またネットアンケートに参
加できる高齢者はネットリテラシーを含め知識レベルが高い市民であるということは容易に推測できます。これらの実情に即して
いるのか疑問が残る結果を使って消費者センターの認知度等を図り、消費者被害の防止計画を立てることが成果につながるのか疑
問に感じます。高齢者増加と、デジタル化の推進を計画のトップに置くならば、最も被害に合いそうでネット被害に合いそうな高
齢者等に重点を置くべきで、消費者センターの認知を広げていくだけでも十分価値があると思います。目に見える消費者だけでな
く、見えない消費者にどうやって届けていくのか。その成果指標をどこに置くのか。
成果指標を再度考えていただくことで計画内容も変わってくると思いますがいかがでしょうか。

―

【計画への反映なし】（意識の如何にかかわらず幅広い消費者からの声を収集できていると考えます）

計画における指標は、地域における講座の受講者のアンケートを結果をもとにした指標を設定しています。地域における講
座は、当センターがあらかじめ開催を決めて、受講者を募るのではなく、地域の様々な団体等からの要請に応じて出前形式
で実施していますので、高齢者を中心に消費者問題への意識の高い・低いに関係なく、様々な方に受講いただいておりま
す。そのため、アンケートについても意識が高い方だけでなく幅広い方の意見を収集できていると考えています。
また、素案の巻末に参考資料として掲載している、インターネットモニターアンケートについても、高齢者の参加が少数に
なるなど、世代別のサンプル数に偏りが生じることのないよう、各年齢区分ごとに同人数（年齢区分を５つに分類し、各区
分100人ずつ500人に実施）に対して実施しているところです。以上の理由により、現時点での指標変更は考えておりませ
ん。
　

8

成果指標の考え方について、講座の開催方法云々ではなく「講座を受講する」こと自体が意識高めの方が多いということが伝えたかったこと
です。たとえそれが学校やPTAの講座であっても講座を受講したいというモチベーションが働いている地点で平均以上には関心があるという
方々かと思います。

インターネットアンケートのサンプル抽出方法を教えていただけますか？お伝えしたかったのはネットアンケートでは高齢者の意見が反映さ
れない、のではなくネットアンケートに回答できる高齢者は下の世代よりも世代全体の母数に対して少数になるため意見が偏向するのではな
いかということです。

ご回答のようにアンケートが「幅広い層」かどうかはわかりませんが、私が最も疑問に思うのが運営方針において課題→戦略→指標→評価の
整合性がないことです。戦略までは対象が「高齢者」全体になっているようですが、指標からは「教育受講した高齢者」にすり替わっていま
す。定量評価も「教育受講した高齢者たちが理解を深めた」→評価Ａならわかりますが、「高齢者が知識を身に着けた」評価Ａ？いずれも
100％に近いという地点で幅広い消費者の実態を反映していると本当にお考えですか？

民間であれば考えられませんがＲ６も全く同じ指標しか提示されていないということは、本当にそういったご認識なのでしょうか？
少なくとも、このままの方針でいくのであればアウトカム指標は「高齢者に対するアンケートでは・・・」ではなく「教育受講した高齢者に
対するアンケートでは・・・」に書き換えるべきかと思います。

そもそも教育講座は戦略に対するひとつの方法でしかなく、講座アンケートの回答はこの戦略の定量評価としての基準にはなり得ない思いま
す。

おそらく、この資料では知りえない様々なご努力があるかと思いますが、お仕事が本当に幅広い層に届いているのか、お考えいただければ幸
いです。

６・７

【計画に反映】
（「第１部　計画の基本的考え方」＞「第４　計画の推進体制」）

インターネットアンケートのサンプルは、委託先である調査会社が、年代別による人口比率ではなく、大阪市内在住の18歳以上の者か
ら無作為抽出しているところであり、年代別のサンプル数に偏りが生じることのないよう、各年齢区分ごとに同人数（年齢区分を５つ
に分類し、各区分100人ずつ合計500人に実施）を確保しているところです。サンプルの確保は委託先が行うことから、サンプル確保
のプロセス等詳細までは把握しておりません。

意識の低い方やネット環境に不慣れな方も含め、幅広い高齢者全体の状況を指標により把握することは、現実として難しいと考えてい
ますので、ご指摘いただきましたとおり、指標は受講者アンケートから抽出したことがわかるように、「本計画にかかる評価指標は、
消費者センターが実施する出前講座でのアンケートにおける次の項目とします。」と明示したうえで、具体的な指標の内容を計画本体
に掲載するよう修正いたしました。

なお、講座を受講すること自体が意識高めの方が多いというご指摘については、現場の感覚としては、地域における様々な団体等が定
例行事の一つとして講座を開催しているところであり、受講者の興味・関心やモチベーションには関係ない印象を持ってます。アン
ケート結果により高齢者全体の実態を１００％把握することは、現実的には難しいですが、今後はより多くの方に講座を受講していた
だくよう各団体等への講座勧奨に努め、サンプル数を増やし、成果指標に反映できるようにしたいと考えているところです。

9

訪問販売の項目で水回りのレスキューや害虫駆除について触れられております。害虫駆除のトラブル・詐欺はペストコントロール
業界でも話題に上がっており、新型コロナウイルスが5類に移行し、大学生等の若い一人暮らし世帯が増えたことで、ネットで調
べた業者に依頼し被害に遭っているように思います。ACAPの活動で大学と連携講座にてペストコントロール業についてお話した
ことがありますが、「相談窓口を知らなかったので、知れて良かった」といったコメントを見受けました（害虫駆除に関して困っ
た時、行政窓口や消費者センターに相談する発想が無いのかもしれません）。この話に限らず、どういう時にどこに相談すれば良
いのかを消費者が知ることで、被害を減らすことにつながるように思います。

―

【計画への反映なし】（計画本体への指摘ではなく、計画を実践していくうえのご助言）

当センターでは、よくある消費者トラブル事例や最新の注意喚起情報を掲載した「エルちゃんのトラブルバイバイ♪
ニュース」（電子ビラ）を、高齢者福祉施設を中心にメールにより配信しているところです。今後も、害虫駆除のトラブル
等、最新のトピックスや、被害者の属性等の情報収集や分析を行うとともに、若年者も含めて相談を必要とする消費者に対
して、当センターの窓口が認知されるように、関係先と連携して周知・広報を行ってまいります。ACAPさまにおかれまし
ては、今後大学との連携講座等がございましたら、その機会に当センターの案内等のご紹介もできればお願いさせていただ
けたらと思いますので、その内容も当センターに情報提供いただけますと、大変ありがたいです。
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ご感想・ご要望 資料５－２

№ 意見 該当頁 対応・修正案

1
成年年齢の引き下げにより、18歳19歳が各自の判断で自由に契約を締結できるようになり、それに伴いトラブルが増えるのではない
かと懸念したが、特に増えなかったとお話しされてましたが、私にはちょうどその時19歳の子がいましたが、メディアでも親の間でも
気をつけないとと情報があり、子にもしっかり伝えた覚えがあります。なのでやはり啓発は、とても大事だと思います。

９・10
ご意見を踏まえて、２期計画を進めて参りたいと考えま
す。

2
消費者が認識しないままに、消費生活に関する情報が外部へ提供されたり、とありますが、令和6年度の消費者白書によるとパーソナ
ルデータを提供している認識は日本が低いとなっています。私自身も会員にならないと特典が受けれない等で登録時に自身の情報を提
供する時、「まっいいか」と登録してしまっています。どこまで安全でどこから危険なのかもよくわからないのが現状です。

12
ご意見を踏まえて、２期計画を進めて参りたいと考えま
す。

3

未成年者のトラブルの背景に、ゲーム内で知り合った人とのつながりが自分の居場所を求めて、オンライン空間にのめり込むことが考
えられるとの事、それはまわりとのつながりが薄く自分の居場所がないと感じている若者がいてるという事自分の居場所がないと感じ
ている若者がいるのは悲しい気持ちになります。消費のトラブルというのは、教育や啓発は勿論大切なのですが、それだけでは手の届
かない社会問題もあるのだと感じました。

14
ご意見を踏まえて、２期計画を進めて参りたいと考えま
す。

4
キャッシュレスの推進という事で、関西万博でもキャッシュレス決済の本格導入か行われるとありますが、チケットの売れ行きも予想
を下回ってるなどから紙チケットも販売となりました。推進するのも利用しない人、出来ない人が締め出されないようにしないといけ
ない、そうして欲しいと願います。

16
ご意見を踏まえて、２期計画を進めて参りたいと考えま
す。

5

キャッシュレス決済は、高齢者にはハードルが高いですが、プリペイド（前払い）ならチャージして使い易く、紛失しても不安や損害
が少ないと思います。母はよく行くスーパーでは、プリペードカードを使っています。レジでゴソゴソ小銭を探したり、また小銭の見
分けも遅くなっていて、レジの人や後ろに並んでる人を待たせてると焦るそうでプリペードカードはとても助かるそうです。
高齢者も使い方使う上での注意する事を理解してもらう事で、取り残される事なく利用出来ると思います。

17
ご意見を踏まえて、２期計画を進めて参りたいと考えま
す。

6

エシカル消費、使う責任を考えて消費しているか自分自身はすべてには当てはまらないです。マクドナルドのストローがプラスチック
から紙になった時、紙のストローが嫌でプラスチックのをくださいとプラスチックにしてもらった事があります。これは、使う責任感
がないと言う事になるのでしょう。一方で、プラスチックのストローを使ってもちゃんと分別してリサイクルするのと、紙のストロー
と使って燃やすのとどちらが地球に優しいのかわからない自分もいます。

20
ご意見を踏まえて、２期計画を進めて参りたいと考えま
す。

7
毎年2万件の相談が寄せられているとの事そして、皆さまの力で2億円超の被害回復額とあります。被害にあった方が大切なお金が戻っ
てきている、消費者センターは市民にとって有難いところです。

26、31
ご意見を踏まえて、２期計画を進めて参りたいと考えま
す。

8
消費者教育を幅広い世代に根気よく続けていくことで根付いていくことと思います。ゴールのない取り組みで大変だと思います。特に
高齢者で外部との接触が少ない人は、なかなか教育を受ける機会がないと思われますが、一人でも多くの人に意識してもらって、一つ
でも被害を少なくしていく、長い道のりですね。

33
ご意見を踏まえて、２期計画を進めて参りたいと考えま
す。

9

先日、携帯の機種変更に通信会社を訪れました。ある機種に変更したいと希望を伝えると、同時に通信会社を変更して、こうしてああ
して、の方がよりいい機種を安く変更出来ると説明を受けました。先方も説明しなければいけない事項があるので、次々と説明される
ので、聞くだけになり、月々の支払い額と契約に際してしなければならない事だけ確認して契約しました。こちらにあまり知識がない
事に対しては、細かいところまでは、もう相手を信じるしかないと思いました。その時は、相手は大手の通信会社だから悪い事はしな
いだろうというのが前提にありました。消費者教育もとても大切ですが、事業者が悪いことをしないか見張っていただいて欲しいで
す。消費者側には、専門的な知識に対する知識が足らなさ過ぎます。

39
ご意見を踏まえて、２期計画を進めて参りたいと考えま
す。

10
学校へ行って、お金の大切さを伝えるというのは、とても大切だと思います。特に今の子供達は、親が現金を使う事も少なくなり、ス
マホやカードでピッと買い物をする姿を見ているので、お金というものを捉えにくいのではと思います。

42
ご意見を踏まえて、２期計画を進めて参りたいと考えま
す。
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ご感想・ご要望 資料５－２

№ 意見 該当頁 対応・修正案

11
41ページに、若年層は、SDGsやエシカル消費への感心が高い傾向にあるとあるが、45ページに、興味はあるものの取り組んでいな
いということ、せっかく感心、興味があるのに、行動への参加方法を分かりやすく示すことが重要言えるとあります。行動に移してい
けるといいと思います。

41、44
ご意見を踏まえて、２期計画を進めて参りたいと考えま
す。

12
消費者センターの認知度がもっと高いと思っていました。知らない人は困ったらどうしてるのでしょう。消費者の直の声も届くし、情
報が集まる事でまた消費者に対して迅速な情報提供も出来ると思うので、もっともっと知って欲しいです。

59
ご意見を踏まえて、２期計画を進めて参りたいと考えま
す。
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ご質問 資料５－３

№ 意見 該当頁 ご回答

1

ひとり暮らしの高齢者、高齢者夫婦のみの世帯が増加が予想されるとの事、高齢者は在宅時間も長く、そのため被
害にあうことが増えると思われます。玄関にモニターを設置する、電話を録音して転送されると通知するものにす
る。などガードしていく事も積極的にしていく必要があるかと思います。大阪市は65歳以上の方に自動通話録音
機の無償貸与をされているようですが、現状は何台貸与してるのでしょうか。

9
令和４年12月から無償貸与を開始しています。
実績は、令和４年度：2,557台、令和５年度：3,129台、令和６年度（4～９
月）：2,014台

2
大阪市内に外国人住民が約6.1%を占めてるというのは多いと思いました。そして増加が予想されるとの事です
が、不便や不自由からトラブルに，巻き込まれている方も少なくないと思われます。とありますがどのようなトラ
ブルが多いのか把握されているのか、または把握するのが困難な状況になるのでしょうか。

10・11
外国人住民からの当センターへの相談が少ないことから、把握するのが困難な状況で
す。今後は、外国人を支援する団体や教育機関（留学生が在籍している大学等）に聞
き取り等を行いながら、把握に努めたいと考えます。

3

私は、母が騙されて高額布団を購入した時、「警察」に行きました。消費者センターでなく警察に行ったのは、犯
罪って思ったからだと思います。その時に、同じよう被害は、この周辺で最近起こっていませんか？って尋ねた
時，すぐにありませんと答えが帰ってきましたが、こういう消費に関わる事を警察に相談に行った場合、消費者セ
ンターとの連携が出来ているのか疑問に思いました。

―

本市では、「大阪市消費者安全確保地域協議会（見守りネットワーク）」を設置し、
関係機関（府警や消費者団体等）と連携して大阪市における消費者安全の確保のため
の取り組みを進めています。地域講座等各種講座で地域へ出向いた際に得た消費者ト
ラブル（訪問販売、訪問購入、電話勧誘販売など）情報について、当該地域で増加傾
向にあると推測する場合に「見守りネットワーク構成員」へ適宜情報提供を行ってお
ります。
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